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(57)【要約】
　本発明は、全体として、ヒトの外皮をマットな質感に仕上げる化粧料組成物に関する。
より具体的には、本発明は、マットな質感の仕上げを付与する口唇化粧料に関する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルミチン酸エチルヘキシルを約１０重量％～約３０重量％含み、光沢値が１０未満で
ある、マットな質感を付与する口紅。
【請求項２】
　イソステアリン酸イソプロピルを約５重量％～約１５重量％さらに含む、請求項１に記
載のマットな質感を付与する口紅。
【請求項３】
　不揮発性ジメチコン油を約５重量％～約２０重量％と、シリコーンクロスポリマーを約
１重量％～約１０重量％とをさらに含む、請求項１に記載のマットな質感を付与する口紅
。
【請求項４】
　前記光沢値は７未満である、請求項１に記載のマットな質感を付与する口紅。
【請求項５】
　１種以上のさらなるエモリエント剤を含み、全てのエモリエント剤の総量は約４０重量
％～約６０重量％である、請求項１に記載のマットな質感を付与する口紅。
【請求項６】
　前記さらなるエモリエント剤は、不揮発性ジメチコン油、イソステアリン酸イソプロピ
ル、ジイソステアリン酸ポリグリセロールまたはシリコーンクロスポリマーを含む、請求
項５に記載のマットな質感を付与する口紅。
【請求項７】
　１種以上のさらなるエステル油および１種以上のロウ類を含み、全てのエステル油の総
重量は全てのロウ類の総重量を超える、請求項１に記載のマットな質感を付与する口紅。
【請求項８】
　前記１種以上のエステル油の総重量は約１０重量％～約４０重量％である、請求項７に
記載のマットな質感を付与する口紅。
【請求項９】
　前記ロウ類は約５重量％～約２０重量％の量で存在する、請求項８に記載のマットな質
感を付与する口紅。
【請求項１０】
　前記ロウ類は、パラフィンロウ、オゾケライトロウおよびマイクロクリスタリンワック
スを含む、請求項９に記載のマットな質感を付与する口紅。
【請求項１１】
　シリコーンクロスポリマーを約１重量％～約１０重量％含む、請求項１に記載のマット
な質感を付与する口紅。
【請求項１２】
　球状シリカ、ケイ酸カルシウムおよびポリエチレン末をさらに含む、請求項１に記載の
マットな質感を付与する口紅。
【請求項１３】
　ヒトの外皮にマットな色を付与する方法であって、請求項１に記載の組成物の皮膜を前
記ヒトの外皮に適用することを含む、方法。
【請求項１４】
　ヒトの外皮にマットな色を付与する方法であって、
（ａ）パルミチン酸エチルヘキシルを約１０重量％～約３０重量％と、イソステアリン酸
イソプロピルを約１重量％～約２０重量％と、
（ｂ）シリコーンクロスポリマーを約１重量％～約１０重量％と、
（ｃ）ケイ酸カルシウム、球状シリカおよびポリエチレン末を含む艶消し粉体を約１重量
％～約２０重量％と、
（ｄ）１種以上の色材を約１重量％～約２５重量％と、
を含み、イソステアリン酸イソプロピルに対するパルミチン酸エチルヘキシルの比は約１
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０：１～１：１０である、組成物の皮膜を前記ヒトの外皮に適用することを含み、
　前記皮膜は光沢値が１０未満であることを特徴とする、方法。
【請求項１５】
　前記パルミチン酸エチルヘキシルは、前記組成物の約１５重量％～約２５重量％を構成
し、前記イソステアリン酸イソプロピルは、前記組成物の約５重量％～約１５重量％を構
成し、イソステアリン酸イソプロピルに対するパルミチン酸エチルヘキシルの重量比は約
２：１～約１：２である、請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１５年５月２１日に出願された米国特許出願第１４／７１８，５２９号
明細書の優先権を主張するものであり、当該出願の全内容を本明細書の一部を構成するも
のとしてここに援用する。２０１５年５月２１に出願された米国特許出願第１４／７１８
，５２９号明細書は、２０１５年２月２６日に出願された米国特許出願第１４／６３２，
０９３号明細書の一部継続出願であり、２０１５年２月２６日に出願された米国特許出願
第１４／６３２，０９３号明細書は、２０１４年５月１日に出願された米国仮特許出願第
６１／９８７，２９１号の優先権を主張するものであり、それぞれの全内容をあらゆる目
的で本明細書の一部を構成するものとしてここに援用する。
【０００２】
技術分野
　本発明は、全体として、ヒトの外皮をマットな質感に仕上げる化粧料組成物に関する。
より具体的には、本発明は、唇をマットな質感に仕上げる口唇化粧料に関する。
【背景技術】
【０００３】
　口紅、ファンデーション、パウダー類等の化粧料には唇や皮膚をマットな質感に仕上げ
るように設計されたものが数多くある。光沢のある仕上がりを付与する化粧料は細かいス
ジやシワを強調しがちであるが、マットな質感に仕上げる化粧料を用いることによってこ
うした欠点が目立たちにくくなる。加えて、多くの人は、肌が油ぎって見えたりテカって
見えたりすることを望ましくないと考えている。
【０００４】
　従来のマットな質感を付与する化粧料は、エモリエント剤の含有量を少なくすることを
利用して光沢やテカりを抑えることによりマットな仕上がりを生み出している。他のマッ
トな質感を付与する化粧料においては、雲母やタルク等の艶消し（ｍａｔｔｉｆｙｉｎｇ
）粉体が高配合されている。上述のようにエモリエント剤の配合量を減らした場合、多く
の消費者はこれを乾燥していると捉えたり、つけ心地が悪いと感じたりする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、つけ心地を損なうことなくマットな仕上がりを付与する口紅組成物等の化
粧料組成物が必要とされている。したがって本発明の目的は、光沢が少なく、つけ心地の
良い（ｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅ　ｗｅａｒ　ａｔｔｒｉｂｕｔｅｓ）、口紅等のカラー化
粧品を含む化粧料組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の目的および他の目的により、本発明は、薄膜に伸展した際に、テカらず、マット
な質感に仕上がる（例えば、光沢値が約２０グロス単位未満または約１５グロス単位未満
または約１０グロス単位未満または約８グロス単位未満または約６グロス単位未満となる
）ことを特徴とする、化粧料組成物（例えば、口紅等のカラー化粧品）を提供する。本発
明の化粧料組成物は、理想的には、つけ心地が良く、唇に「重い」感触を与えず、エモリ
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エント剤の配合量を減らす（例えば、＜１０％）こと、および／または艶消し粉体（例え
ば、シリカや雲母等）の含有量を増やす（例えば、＞１５％）ことを利用している他のマ
ットな質感を付与する化粧料に見られるような乾燥を生じさせないといった、望ましい使
用感触（ｗｅａｒ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ）をもたらす。
【０００７】
　パルミチン酸エチルヘキシル等の特定のエステル油を高配合（例えば、＞１０％、＞１
２．５％、＞１５％等）して光沢の少ない口紅等の化粧料組成物を得ることが可能であり
、驚くべきことに、この化粧料組成物は、口紅に慣用されているエステル油を使用した場
合に認められる程度にまでマットな仕上がりを損なうことはなく、それと同時に、非常に
優れたエモリエント効果ももたらすことを見出した。本発明の一態様においては、パルミ
チン酸エチルヘキシルを組成物の約１０重量％～約３０重量％（例えば、約１０～１５重
量％または約１５～２０重量％または約２０～２５重量％）の量または約２５～３０重量
％の量で含む、唇に重い感触や乾燥感を与えることなくマットな仕上がりを付与するのに
有効な組成物、特に口紅が提供される。このマットな質感を付与する口紅は、エモリエン
ト効果をもたらすことができる１種以上のさらなるエステル油（イソステアリン酸イソプ
ロピル等）を含むことができる。この種のさらなるエステル油は、個々にまたは全体とし
て、組成物の約０．１～３０重量％、より典型的には約１重量％～約２５重量％（例えば
、約５～１０重量％または約１０～１５重量％または約１５～２０重量％または約２０～
２５重量％）の量で存在することができる。幾つかの実施において、本発明の組成物中に
おけるパルミチン酸エチルヘキシルの量は、他の全てのエステル油（単独または組合せ）
の量を超える。幾つかの実施形態において、本発明の組成物中におけるパルミチン酸エチ
ルヘキシルの量は、他の全てのエモリエント剤の量を超える。幾つかの実施形態において
、本発明の組成物中に含まれるパルミチン酸エチルヘキシルの量は、エモリエント剤とし
ての全ての不揮発性シリコーン油の量を超える。他の実施形態において、本発明の組成物
中におけるパルミチン酸エチルヘキシルの量は、エモリエント剤としての全ての不揮発性
炭化水素油の量を超える。幾つかの実施形態において、マットな質感を付与する口紅等の
化粧料は、パルミチン酸エチルヘキシルおよびイソステアリン酸イソプロピルを含むこと
ができる。幾つかの実施形態において、パルミチン酸エチルヘキシル対第２のエステル油
（モノエステル等、例えば、イソステアリン酸イソプロピル）の重量比は、約４：１～約
１：４または約３：１～約１：３または約２：１～約１：２となる。口紅においてパルミ
チン酸エチルヘキシルおよびイソステアリン酸イソプロピルを組み合わせることにより、
イソステアリン酸イソプロピルまたはパルミチン酸エチルヘキシルの一方を含まないこと
を除いて同一である口紅と比較して、光沢値が、予期せぬことに、すなわち相乗的に低下
することが見出された。幾つかの実施形態において、マットな質感を付与する口紅は、エ
モリエント剤全体（例えば、不揮発性ジメチコン；シリコーンクロスポリマー；炭化水素
油（鉱油、ワセリン、ポリオレフィン等）；エステル油（これらに限定されるものではな
いが、パルミチン酸エチルヘキシル、イソステアリン酸イソプロピル、イソノナン酸オク
チル、ジイソステアリン酸ポリグリセロール等））の含有量を、本発明の組成物の約３０
重量％～約６０重量％（例えば、約３０～４０重量％または約４０～４５重量％または約
４５～５０重量％または約５０～５５重量％または約５５～６０重量％の量とすることが
できる。本発明のマットな質感を付与する口紅は、１種以上のロウ類（例えば、パラフィ
ンロウ、オゾケライトワックス、カルナウバロウ、マイクロクリスタリンワックス等）も
、個々にまたは全体として、本発明の組成物の約５重量％～約２０重量％（例えば、約５
～１０重量％または約１０～１２．５重量％または約１２．５～１５重量％または約１５
～２０重量％）の量で含むことができる。幾つかの実施形態において、カルナウバロウが
存在する場合、その量は、本発明の組成物の１重量％未満または０．７５重量％未満また
は０．５重量％未満である。幾つかの実施形態において、本発明の組成物はカルナウバロ
ウを含まない。幾つかの実施において、パルミチン酸エチルヘキシルの総量は、本発明の
組成物中に存在する全てのロウ類の総量を超える。本発明のマットな質感を付与する口紅
は、シリコーンクロスポリマー（例えば、ジメチコンクロスポリマー）も、例えば、本発



(5) JP 2018-515451 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

明の組成物の約１重量％～約１０重量％（例えば、約１～２重量％または約２～４重量％
または約４～６重量％または約６～８重量％または約８～１０重量％）の量で含むことが
できる。本発明のマットな質感を付与する口紅は、球状シリカ、ケイ酸カルシウム水和物
およびポリエチレン粉体の１種以上も、個々にまたは全体として、本発明の組成物の約１
重量％～約１０重量％（例えば、約１～２重量％または約２～３重量％または約３～４重
量％または約４～５重量％、約５～６重量％、約６～７重量％、約７～８重量％、約８～
９重量％または約９～１０重量％）の量で含むことができる。本発明の組成物は、さらに
色材（例えば、顔料、レーキ、染料等）、日焼け止め剤、皮膜形成剤、増粘剤、保湿剤お
よび他の化粧助剤も、個々にまたは全体として約０．００１重量％～約３５重量％の量で
含むことができるが、但しこの種の成分は、所望のマットな仕上がりを付与するのに適さ
ない量で含まれない。本発明の組成物は、水性であっても、実質的に無水（例えば、水が
２％未満）であっても、無水であってもよい。本発明の組成物はまた、艶出し剤（ｓｈｉ
ｎｅ　ａｇｅｎｔ）（例えば、ポリブテン、水添ポリイソブテン、アモジメチコン、フェ
ニルトリメチコン、および屈折率が１．４７以上であるエモリエント剤（屈折率が１．４
９以上、１．５以上または１．５２以上のエステルおよび他のエモリエント剤を含む））
を実質的に含まなくてもよい。本発明の口唇化粧料組成物は、唇にマットな質感の皮膜を
形成するために適用するようになされている。本発明の一態様においては、ヒトの外皮（
例えば、口唇）によりマットな色（ｍａｔｔｅｒ　ｃｏｌｏｒ）を付与するための方法で
あって、本発明のマットな質感を付与する組成物の皮膜を口唇に適用することを含む、方
法を提供する。
【０００８】
　本発明の上述の態様および他の態様は、以下に示す本発明の詳細な説明（添付の特許請
求の範囲を含む）を読むことにより当業者に明らかになるであろう。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
詳細な説明
　本明細書において使用される全ての語は、別段の定めがない限り、それらの通常の意味
を有することが意図されている。本明細書における成分の量は全て、別段の定めがない限
り、組成物全体の重量パーセントで与えられる。所与の組成物における全ての重量百分率
の総和および体積百分率の総和は１００％を超えないことが理解されよう。特定の成分の
量に関する別段の定めがなければ、本発明の組成物の成分は全て、約０．０００１重量％
～約９９重量％の量（約０．００１重量％～約５０重量％の量、約０．０１重量％～約２
５重量％の量、約０．１重量％～約１０重量％の量等）で存在することができる。
【００１０】
　「から基本的になる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」とい
う語は、本発明の組成物の基本的な特徴および新規な特徴（これらに限定されるものでは
ないが、組成物の光沢の低さおよび／または使用感触（例えば、つけ心地の良さ）等）を
実質的に変えない成分のみを含有することを意図している。
【００１１】
　本明細書において使用される「艶消し粒子」という語は、かなりの量の油を吸収する能
力を有することを特徴とする粒子を指す。幾つかの実施形態において、艶消し粒子および
顔料は、個々の艶消し粒子および個々の顔料を基準として、または異なる粒子もしくは顔
料の組合せを基準として、油を少なくとも４０ｇ／１００ｇまたは少なくとも５０ｇ／１
００ｇまたは少なくとも６０ｇ／１００ｇまたは７０ｇ／１００ｇ吸収することができる
（ＡＳＴＭ　Ｄ２８１－１２により測定）。
【００１２】
　本明細書において使用される「艶消し高分子粉体」という語は、ＡＳＴＭ　Ｄ２８１－
１２により測定された吸油値が７０ｇ／１００ｇを超える高分子粉体を指す。艶消し高分
子粉体（例えば、艶消しポリエチレン粉体）は、８０超、９０超、１００超、１１０超、
１２０超、１３０超、１４０超、１５０超、１６０超、１７０超、１８０超、１９０超ま
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たは２００ｇ超／１００ｇの吸油値を有することができる。
【００１３】
　特定のエステル油を高配合して光沢の少ない口紅等の化粧料組成物を得ることができ、
驚くべきことに、このエステル油は、口紅等の化粧料に慣用されている他のエステル油を
用いた場合に認められる程度にまではマットな外観を損なわず、それと同時に非常に高い
エモリエント効果を発揮する。本発明はこれらを見出したことに一部基づいている。本発
明の組成物はテカらないマットな仕上がりを付与することを特徴とし、幾つかの実施形態
においては、薄膜に伸展した場合の光沢値が約２０グロス単位（ｇｌｏｓｓ　ｕｎｉｔ）
未満または約１５グロス単位未満または約１０グロス単位未満または約８グロス単位未満
または約６グロス単位未満となる。本発明の組成物は、理想的には、つけ心地が良く、口
唇に「重い」感触を与えず、エモリエント剤の量を減らす（例えば、＜１０％）ことおよ
び／または艶消し粉体（例えば、シリカ、雲母等）の含有量を高く（例えば、＞１５％）
することを利用している従来のマットな質感を付与する化粧品に見られるような乾燥した
感じを与えないといった、望ましい使用感触を有する。
【００１４】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物は、パルミチン酸エチヘキシル（ｅｔｈｙ
ｈｅｘｙｌ）を、組成物の約１０重量％～約４０重量％または約１０重量％～約３０重量
％または約１２．５重量％～約２５重量％または約１５重量％～約２０重量％の量で含む
。つけ心地の良さおよび使用感触は消費者パネル試験を用いて決定することができる。
【００１５】
　本発明の組成物は、１種以上のさらなるエステル油をさらに含むことができる。このさ
らなるエステルは、例えば、モノエステル、ジエステルまたはトリエステルとすることが
できる。理想的には、このさらなるエステル（存在する場合）は、組成物にエモリエント
効果も付与するものである。幾つかの実施形態において、１種以上のさらなるエステル油
は、個々にまたは全体として、組成物の約５重量％～約２５重量％または約５重量％～約
１０重量％または約１０重量％～約１５重量％または約１５重量％～約２０重量％または
約２０重量％～約２５重量％の量で存在する。幾つかの実施形態において、本発明の組成
物中に存在するパルミチン酸エチルヘキシルの量は、組成物中の他の全てのエステル油（
個々にまたは全体として）の量を上回る。
【００１６】
　本発明の組成物に使用することができる他の好適なさらなるエステル油としては、脂肪
酸エステル、特に、化粧料のエモリエント剤として慣用されているエステルが挙げられる
。この種のエステルは、通常、Ｒ４（ＣＯＯＨ）１～２形態の酸とＲ５（ＯＨ）１～３形
態のアルコール（式中、Ｒ４およびＲ５は、それぞれ独立に、場合により不飽和結合（例
えば、１～６個または１～３個または１個）を含んでいてもよく、１～３０個（例えば、
６～３０個または８～３０個または１２～３０個または１６～３０個）の炭素原子を有す
る、場合により、ヒドロキシル、オキサ、オキソ等のうちの１種以上の官能基で置換され
ていてもよい、直鎖、分岐または環状炭化水素基である）のエステル化生成物となるであ
ろう。好ましくは、Ｒ４およびＲ５の少なくとも一方は、エステル油が少なくとも１個の
脂肪鎖を含むように、少なくとも８個または少なくとも１０個または少なくとも１２個ま
たは少なくとも１６個または少なくとも１８個の炭素原子を含む。上に定義したエステル
としては、これらに限定されるものではないが、１価の酸と１価のアルコールとのエステ
ル、１価の酸とジオールおよびトリオールとのエステル、２価の酸と１価のアルコールと
のエステルならびに３価の酸および１価のアルコールとのエステルが挙げられるであろう
。
【００１７】
　好適な脂肪酸エステルとしては、これらに限定されるものではないが、イソステアリン
酸ブチル、オレイン酸ブチル、オレイン酸ブチルオクチル、パルミチン酸セチル、オクタ
ン酸セイル（ｃｅｙｌ　ｏｃｔａｎｏａｔｅ）、ラウリン酸セチル、乳酸セチル、イソノ
ナン酸セチル、ステアリン酸セチル、フマル酸ジイソステアリル、マレイン酸ジイソステ
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アリル、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、セバシン酸ジブチル、マレイン酸ジＣ１

２～１３アルキル、ダイマージリノール酸ジセテアリル、アジピン酸ジセチル、アジピン
酸ジイソセチル、アジピン酸ジイソノニル、ダイマー酸ジイソプロピル、トリリノール酸
トリイソステアリル、ステアロイルステアリン酸オクトデシル（ｏｃｔｏｄｅｃｙｌ）、
ラウリン酸ヘキシル、イソステアリン酸ヘキサデシル、ラウリン酸ヘキシデシル（ｈｅｘ
ｙｄｅｃｙｌ）、オクタン酸ヘキシルデシル、オレイン酸ヘキシルデシル、パルミチン酸
ヘキシルデシル、ステアリン酸ヘキシルデシル、イソノニルイソノナナオーテ（ｉｓｏｎ
ｏｎｙｌ　ｉｓｏｎｏｎａｎａｏｔｅ）、イソステアリルイソノナーテ（ｉｓｏｓｔｅａ
ｒｙｌ　ｉｓｏｎｏｎａｔｅ）、ネオペンタン酸イソヘキシル、ステアリン酸イソヘキサ
デシル、イソステアリン酸イソプロピル、ミリスチン酸ｎ－プロピル、ミリスチン酸イソ
プロピル、パルミチン酸ｎ－プロピル、パルミチン酸イソプロピル、パルミチン酸ヘキサ
コサニル、乳酸ラウリル、パルミチン酸オクタコサニル、プロピレングリコールモノラウ
レート、パルミチン酸トリアコンタニル、パルミチン酸ドトリアコンタニル、パルミチン
酸テトラトリアコンタニル、ステアリン酸ヘキサコサニル、ステアリン酸オクタコサニル
、ステアリン酸トリアコンタニル、ステアリン酸ドトリアコンタニル、乳酸ステアリル、
オクタン酸ステアリル、ヘプタン酸ステアリル、ステアリン酸ステアリル、ステアリン酸
テトラトリアコンタニル、トリアラキジン、クエン酸トリブチル、クエン酸トリイソステ
アリル、クエン酸トリＣ１２～１３アルキル、トリカプリリン、クエン酸トリカプリリル
、ベヘン酸トリデシル、クエン酸トリオクチルドデシル、ヤシ油脂肪酸トリデシル、イソ
ノナン酸トリデシル、モノリシノレイン酸グリセリル、パルミチン酸２－オクチルデシル
、ミリスチン酸または乳酸２－オクチルドデシル、コハク酸ジ（２－エチルヘキシル）、
酢酸トコフェリル等が挙げられる。
【００１８】
　他の好適なエステルとしては、Ｒ５がＨ－（Ｏ－ＣＨＲ＊－ＣＨＲ＊）ｎ－（式中、Ｒ
＊は、独立に、水素またはメチルやエチル等の直鎖Ｃ１～１２アルキルから選択される）
の形態のポリグリコールを含むものが挙げられ、モノラウリン酸ポリエチレングリコール
が例示される。
【００１９】
　サリチル酸エステルおよび安息香酸エステルも本発明の組成物に有用なエステルとして
想定されている。好適なサリチル酸エステルおよび安息香酸エステルとしては、サリチル
酸または安息香酸とＲ６ＯＨ形態のアルコール（式中、Ｒ６は、場合により不飽和結合（
例えば、１、２または３本の不飽和結合）を含んでいてもよく、１～３０個の炭素原子、
典型的には６～２２個の炭素原子、より典型的には１２～１５個の炭素原子を含む直鎖、
分岐または環状炭化水素基である）とのエステルが挙げられる。好適なサリチル酸エステ
ルとしては、例えば、サリチル酸オクチルおよびサリチル酸ヘキシルドデシルならびに安
息香酸Ｃ１２～１５アルキルエステル、安息香酸イソステアリル、安息香酸ヘキシルデシ
ル、安息香酸ベンジル等の安息香酸エステルが挙げられる。
【００２０】
　他の好適なエステルの幾つかの例として、これらに限定されるものではないが、（ジイ
ソステアリン酸ポリグリセリル／ＩＰＤＩ）コポリマー、ダイマージリノール酸トリイソ
ステアロイルポリグリセリル－３、脂肪酸のポリグリセロールエステルおよびラノリンが
挙げられる。
【００２１】
　一実施形態において、本発明の組成物は、パルミチン酸エチルヘキシルおよびイソプロ
ピルイソステラーテ（ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ　ｉｓｏｓｔｅｒａｔｅ）を含む。幾つかの実
施形態において、パルミチン酸エチルヘキシルおよびイソステアリン酸イソプロピルの組
合せを組成物中に用いると、イソステアリン酸イソプロピルまたはパルミチン酸エチルヘ
キシルのいずれかを含まないことを除いて同一である組成物と比較して、光沢値が予期せ
ぬことに、すなわち相乗的に低下することが見出された。幾つかの実施形態において、パ
ルミチン酸エチルヘキシルおよびイソプロピルイソステラーテ（ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ　ｉ
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ｓｏｓｔｅｒａｔｅ）を含む組成物の光沢値は、約１０グロス単位未満または約９グロス
単位未満または約８グロス単位未満または約７グロス単位未満または約６グロス単位未満
である。一実施形態において、本発明の組成物は、パルミチン酸エチルヘキシルを組成物
の約１０重量％～約２５重量％または約１５重量％～約２０重量％の量と、イソステアリ
ン酸イソプロピルを組成物の約５重量％～約１５重量％または約８重量％～約１２重量％
の量とで含む。
【００２２】
　一実施形態において、パルミチン酸エチルヘキシル対第２のエステル油（これらに限定
されるものではないが、イソプロピルイソステラーテ（ｉｓｏｐｒｏｐｙｌ　ｉｓｏｓｔ
ｅｒａｔｅ）等）の重量比は、約５：１～約１：５または約４：１～約１：４または約３
：１～約１：３または約２：１～約１：２である。
【００２３】
　一実施形態においては、（１）エステル油と組み合わせたパルミチン酸エチルヘキシル
を約３０～４０重量％と、（２）不揮発性ジメチコンおよびシリコーンクロスポリマーを
約１０～３０重量％と、を含み、上記パルミチン酸エチルヘキシル対上記エステル油の重
量比は約３：１～約１：３であり、上記ジメチコン対上記シリコーンクロスポリマーの重
量比は約１０：１～約１：１０である、マットな質感を付与する口紅が提供される。
【００２４】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物は、パルミチン酸エチヘキシル（ｅｔｈｙ
ｈｅｘｙｌ）およびイソノナン酸オクチルを含む。
【００２５】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物は、エモリエント剤を、全体の含有量が組
成物の約３０～７０重量％、例えば、３０重量％～約３５重量％または約３５重量％～約
４０重量％または約４０重量％～約４５重量％または約４５重量％～約５０重量％または
約５０重量％～約５５重量％または約５５重量％～約６０重量％または約６０重量％～約
６５重量％または約６５重量％～約７０重量％となる量で含むことができる。好適なエモ
リエント剤としては、これらに限定されるものではないが、エステル油および本明細書に
おいて上述したエモリエント油のいずれかが挙げられる。幾つかの実施形態において、本
発明の組成物中に存在するパルミチン酸エチルヘキシルの量は、本発明の組成物中に存在
する全ての不揮発性シリコーン油の量を上回る。他の実施形態において、本発明の組成物
中に存在するパルミチン酸エチルヘキシルの量は、本発明の組成物中に存在する全ての不
揮発性炭化水素油の量を上回る。
【００２６】
　好適なエモリエント油としては、例えば、不揮発性シリコーン含有油、特に、シリコー
ンエラストマーおよび／またはシリコーンクロスポリマーが挙げられる。幾つかの例とし
て、Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｃｒｏｓｓｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（ジメチコンクロ
スポリマー）、Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ／Ｖｉｎｙｌ　Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｃｒｏ
ｓｓｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー）
、Ｃｅｔｅａｒｙｌ　Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｃｒｏｓｓｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）
（セテアリルジメチコンクロスポリマー）、Ｃ３０－４５　Ａｌｋｙｌ　Ｃｅｔｅｒａｒ
ｙｌ　Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｃｒｏｓｓｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（アルキル（Ｃ
３０－４５）セテラリルジメチコンクロスポリマー、Ａｃｒｙｌａｔｅｓ／Ｄｉｍｅｔｈ
ｉｃｏｎｅ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（（アクリレーツ／ジメチコン）コポリマ
ー）、Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（ジメチコンコポリマ
ー）、Ｖｉｎｙｌ　Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ／Ｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｓｉｌｓｅｓｑｕｉ
ｏｘａｎｅ　Ｃｒｏｓｓｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（（ビニルジメチコン／メチコンシ
ルセスキオキサン）クロスポリマー）およびＰｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｅ－１１（ＩＮＣＩ
）（ポリシリコーン－１１）が挙げられる。一実施形態において、光沢の少ないエモリエ
ント剤はＤｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｃｒｏｓｓｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（ジメチコン
クロスポリマー）を含む。ジメチコンクロスポリマーはジメチコン等の溶媒に溶解させる
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かまたは分散させることができる。ジメチコンクロスポリマー（または他のシリコーンエ
モリエント剤）の溶媒としては、引火点が１２５°Ｆ超または１５０°Ｆ超または１７５
°Ｆ超または２００°Ｆ超のものを用いることができる。具体的には、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎ
ｉｎｇから９０４１　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｂｌｅｎｄの名称で販売
されている製品（ジメチコンクロスポリマーを５センチストークのジメチコン中に含む、
引火点２１５°Ｆ超）を挙げることができる。上述のシリコーン系ポリマーは、それぞれ
を互いに組み合わせて、あるいはポリオレフィンやアクリレート等の他のポリマーと組み
合わせて使用することができる。
【００２７】
　一実施形態において、光沢の少ないエモリエント剤の個々のまたは全体としての光沢値
は、通常、ヒマシ油の光沢値よりも低い。光沢値の少ない油は、本明細書に記載する油お
よび／またはエモリエント油のいずれかを個々にまたは組み合わせて含むことができる。
一実施形態において、光沢の少ない油は、エステル油、炭化水素油、ケイ素含有油、有機
脂肪族アルコールの１種以上を含む。本明細書において使用されるエモリエント剤という
語は、皮膚に柔軟効果、平滑化効果および／または保水効果をもたらす油を指すことを意
図している。
【００２８】
　一実施形態において、光沢の少ないエモリエント剤は、ＩＮＣＩ名：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ
ａｔｅｄ　Ｐｏｌｙｉｓｏｂｕｔｅｎｅ（水添ポリイソブテン）（および）Ｐｏｌｙｍｅ
ｔｈｙｌｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ（ポリメチルシルセスキオキサン）（および）Ｖ
ｉｎｙｌ　Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ／Ｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎ
ｅ　Ｃｒｏｓｓｐｏｌｙｍｅｒ（（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）ク
ロスポリマー）（および）Ｅｔｈｙｌｅｎｅ／Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ
（（エチレン／プロピレン）コポリマー）を有する材料を含むことができる（Ｉｎｎｏｖ
ａｔｉｏｎｓ　ＣｏｍｐａｎｙからＮｏｖａｔｅｘｔ（登録商標）ＭＡＴとして入手可能
）。光沢の少ないエモリエント剤は、水添ポリイソブテンを約６０重量％～約８０重量％
の量と、ポリメチルシルセスキオキサンを約５重量％～約１５重量％の量と、（ビニルジ
メチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマーを５重量％～約１５重量％の量
と、（エチレン／プロピレン）コポリマーを約１重量％～約１０重量％の量とで含むこと
ができる。
【００２９】
　光沢の少ないエモリエント剤は、シリコーンエラストマーおよび／またはシリコーンク
ロスポリマーを含むことができる。一実施形態において、エモリエント剤は、Ｄｉｍｅｔ
ｈｉｃｏｎｅ　Ｃｒｏｓｓｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（ジメチコンクロスポリマー）を
含む。シリコーンクロスポリマーは、組成物の約１重量％～約１０重量％の量で存在させ
ることができる。例えば、シリコーンクロスポリマーは、組成物の約２重量％または約４
重量％または約６重量％または約８重量％の量で存在させることができる。一実施形態に
おいて、光沢の少ないエモリエント剤は、Ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ　Ｐｏｌｙｉｓｏｂ
ｕｔｅｎｅ（水添ポリイソブテン）（および）Ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌｓｉｌｓｅｓｑｕｉ
ｏｘａｎｅ（ポリメチルシルセスキオキサン）（および）Ｖｉｎｙｌ　Ｄｉｍｅｔｈｉｃ
ｏｎｅ／Ｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ　Ｃｒｏｓｓｐｏｌｙｍｅ
ｒ（（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー）（および）Ｅ
ｔｈｙｌｅｎｅ／Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（（エチレン／
プロピレン）コポリマー）を含む。
【００３０】
　油は、揮発性または不揮発性シリコーン油を含むこともできる。好適なシリコーン油と
しては、例えば、１～１６個の炭素原子を有するアルキル基を含むポリアルキルシロキサ
ンまたはポリアリールシロキサン等の直鎖または環状シリコーンが挙げられる。代表的な
シリコーン油としては、例えば、カプリリルメチコン、ステアリルジメチコン、シクロメ
チコン、シクロペンタシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、デカメチルテト
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ラシロキサン、ジフェニルジメチコン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン、ドデカメ
チルペンタシロキサン、ヘプタメチルヘキシルトリシロキサン、ヘプタメチルオクチルト
リシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン、メチコン、メチルフェニルポリシロキサン、
オクタメチルシクロテトラシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、パーフルオロノニ
ルジメチコン、ポリジメチルシロキサン、アモジメチコン、ジメチコノール、ジメチコン
コポリオールおよびこれらの組合せが挙げられる。シリコーン油は、通常（必須ではない
が）２５℃で測定した粘度が約５～約３，０００センチストークス（ｃＳｔ）、好ましく
は５０～１，０００ｃＳｔとなるであろう。
【００３１】
　一実施形態においては、シリコーン油として、フッ素化シリコーン、例えば、パーフル
オロシリコーン（すなわち、フルオロシリコーン）を用いることができる。フルオロシリ
コーンは、有利には、疎水性および疎油性の両方を有し、したがって、製品に所望の滑り
および感触を付与するのに寄与する。フルオロシリコーンは、所望によりベヘン酸ベヘニ
ルを用いてゲル化させることができる。好適なフルオロシリコーンの１種は、ＩＮＣＩ名
：Ｐｅｒｆｌｕｏｒｏｎｏｎｙｌ　Ｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ（パーフルオロノニルジメチ
コン）を有するフッ素化された有機官能性シリコーン油である。パーフルオロノニルジメ
チコンはＰｈｏｅｎｉｘ　ＣｈｅｍｉｃａｌからＰＥＣＯＳＩＬ（登録商標）の商品名で
市販されている。
【００３２】
　本発明の組成物は炭化水素油も含むことができる。例示的な炭化水素油は、５～８０個
の炭素原子、典型的には８～４０個の炭素原子、より典型的には１０～１６個の炭素原子
を有する直鎖または分岐鎖のパラフィン系炭化水素を含み、これらに限定されるものでは
ないが、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、ウンデカン、ドデ
カン、テトラデカン、トリデカン等が挙げられる。幾つかの有用な炭化水素油は、高度に
分岐した脂肪族炭化水素であり、Ｃ８～９イソパラフィン、Ｃ９～１１イソパラフィン、
Ｃ１２イソパラフィン、Ｃ２０～４０イソパラフィン等が挙げられる。特に、ＩＮＣＩ名
：ｉｓｏｈｅｘａｄｅｃａｎｅ（イソヘキサデカン）、ｉｓｏｅｉｃｏｓａｎｅ（イソエ
イコサン）およびｉｓｏｄｏｄｅｃａｎｅ（イソドデカン）（ＩＤＤ）を有するイソパラ
フィンを挙げることができる。
【００３３】
　同じく炭化水素油として好適なのが、通常２０個を超える炭素原子を有するポリアルフ
ァオレフィンであり、（場合により水素化された）Ｃ２４～２８オレフィン、Ｃ３０～４

５オレフィン、ポリイソブテン、水添ポリイソブテン、水添ポリデセン、ポリブテン、水
添ポリシクロペンタン、鉱物油、ペンタヒドロスクワレン、スクワレン、スクワラン等が
挙げられる。炭化水素油はまた、オレイルアルコール、オクチルドデカノール等の高級脂
肪族アルコールも含むことができる。
【００３４】
　さらなる好適な油としては、例えば、ネオペンタン酸イソステアリル、ステアリン酸イ
ソステアリル、ヒマシ油、乳酸ラウリル、パルミチン酸イソプロピル、トリアセチルヒド
ロキシステアリン酸グリセリル（ｇｌｙｃｅｒｙｌ　ｔｒｉａｃｅｔｈｙｌ　ｈｙｄｒｏ
ｘｙｓｔｅａｒａｔｅ）、アジピン酸ジイソプロピル、イソノナン酸オクチル、ジオクタ
ン酸ネオペンチルグリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、オレイン酸イソデ
シルおよびミリスチン酸ミリスチルを挙げることができる。
【００３５】
　他の好適な油としては、これらに限定されるものではないが、ヒマシ油、Ｃ１０～１８

トリグリセリド、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル、ヤシ油、コーン油、綿実油
、亜麻仁油、ミンク油、オリーブ油、パーム油、イリペ脂、菜種油、大豆油、ヒマワリ種
子油、クルミ油、アボカド油、ツバキ油、マカデミアナッツ油、タートル油、ミンク油、
大豆油、ブドウ種子油、ゴマ油、トウモロコシ油（ｍａｉｚｅ　ｏｉｌ）、菜種油、ヒマ
ワリ油、綿実油、ホホバ油、落花生油、オリーブ油およびこれらの組合せが挙げられる。
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【００３６】
　一実施形態において、本発明の組成物は、ラノリンを約０．１～２０重量％または約０
．５～１５重量％または約１～１０重量％または約２．５～７．５重量％または約３～５
重量％含む。
【００３７】
　本発明の組成物は、１種以上のロウ類を、個々にまたは全体として、組成物の約５重量
％～約２０重量％または約１５重量％～約２０重量％または約１０重量％～約１２．５重
量％または約１２．５重量％または約１５重量％の量で含むことができる。幾つかの実施
形態において、エステル油の総量は、組成物中に存在する全てのロウ類の総量を上回る。
幾つかの実施形態において、カルナウバロウは、組成物の１重量％未満または０．７５重
量％未満または０．５重量％未満の量で存在する。幾つかの実施形態において、本発明の
組成物はカルナウバロウを含まない。
【００３８】
　本発明の組成物には任意の好適なロウ類を使用することができ、天然ロウ、鉱物ロウお
よび／または合成ロウを含むことができる。天然ロウとしては、動物由来のロウ（例えば
、ミツロウ、鯨ロウ、ラノリンおよびセラックロウ）および植物由来のロウ（例えば、カ
ルナウバロウ、キャンデリラロウ、シロヤマモモ果実ロウおよびサトウキビロウ）が挙げ
られる。鉱物系のロウとしては、これらに限定されるものではないが、マイクロクリスタ
リンワックス、オゾケライト、セレシン、モンタンロウ、パラフィンロウ、石油系ロウ（
ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ）およびペトロラタムワックスが挙げられる。合成ロウとしては、例
えば、ＣＡＲＢＯＷＡＸ（登録商標）（Ｔｈｅ　Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａ
ｎｙ）の商品名で販売されているＰＥＧ－１８、ＰＥＧ－２０、ＰＥＧ－３２、ＰＥＧ－
７５、ＰＥＧ－９０、ＰＥＧ－１００、ＰＥＧ－１８０等のポリエチレングリコールが挙
げられる。ポリエチレングリコールワックスとしては、分子量が９５０～１，０５０の範
囲にあり、融点が約３８℃であるＣＡＲＢＯＷＡＸ　１０００、分子量が約１，３０５～
１，５９５の範囲にあり、融点が約５６℃であるＣＡＲＢＯＷＡＸ　１４５０、分子量が
３，０１５～３，６８５の範囲にあり、融点が約５６℃であるＣＡＲＢＯＷＡＸ　３３５
０および分子量が７，０００～９，０００の範囲にあり、融点が約６１℃であるＣＡＲＢ
ＯＷＡＸ　８０００を挙げることができる。
【００３９】
　好適な合成ロウはまた、フィッシャー・トロプシュ（ＦＴ）ワックスおよびポリオレフ
ィンワックス（エチレンホモポリマー、エチレン－プロピレンコポリマー、エチレン－ヘ
キセンコポリマー等）を含む。代表的なエチレンホモポリマーワックスは、ＰＯＬＹＷＡ
Ｘ（登録商標）ポリエチレン（Ｂａｋｅｒ　Ｈｕｇｈｅｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ）
の商品名で市販されているものであり、融点は８０℃～１３２℃の範囲にある。市販のエ
チレン－α－オレフィンコポリマーワックスとしては、例えば、ＰＥＴＲＯＬＩＴＥ（登
録商標）Ｃｏｐｏｌｙｍｅｒｓ（Ｂａｋｅｒ　Ｈｕｇｈｅｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ
）の商品名で販売されているものが挙げられ、融点は９５℃～１１５℃の範囲にある。
【００４０】
　他の好適なロウとしては、アルキルジメチコンワックスやアルキルメチコンワックス等
のアルキルシリコーンを含む、シリコーンワックスが挙げられる。
【００４１】
　本発明の組成物はまた、通常微粉化された、艶消しポリエチレン（ＰＥ）粉体等の艶消
し高分子粉体も含むことができる。高分子粉体は、典型的には、有機ポリマー、より典型
的には、エチレン、プロピレン、ブチレン、スチレン、テトラフルオロエチレン、（アル
キル）アクリレート、ビニルアルコール、ビニルピロリドンおよびこれらの組合せから選
択される少なくとも１種の不飽和モノマーの重合体を含む、ポリオレフィンポリマー（例
えば、ポリオレフィンホモポリマーまたはコポリマー）を含むであろう。他の実施形態に
おいて、高分子粉体は、ポリアミドポリマー、ポリウレタンポリマー、シリコーンポリマ
ーおよびポリエステルポリマーを含むことができる。この種の粉体に関し、本発明の艶消
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し高分子粉体は、艶消し性を高めるために処理されている点で従来の高分子粉体（例えば
、ＰＥ粉体）と区別することができる。例えば、艶消し高分子粉体（例えば、ＰＥ）は、
シリカおよび／またはケイ酸塩等の材料で処理することができる。この材料は微粒子形態
で用いることができ、ＰＥ粒子の表面に結合または接着させることができる。処理材料と
しては、球状シリカ等のソフトフォーカス性を有する材料を挙げることができる。艶消し
粉体は、幾つかの実施形態において、Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ（ポリエチレン）（およ
び）Ｃａｌｃｉｕｍ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ（ケイ酸カルシウム）（および）Ｓｉｌｉｃａ（
シリカ）（ＩＮＣＩ）を含むことができる。
【００４２】
　艶消し粉体は、光沢の少ない油またはエモリエント剤と組み合わせて（例えば、相乗効
果を示す組合せで）使用することができる。光沢の少ない油またはエモリエント剤の光沢
値は、通常、ヒマシ油の光沢値を下回る。幾つかの実施形態において、光沢の少ない油の
２５℃における屈折率は１．５未満または１．４８未満または１．４６未満または１．４
４未満または１．４２未満または１．４未満または１．３８未満となる。幾つかの実施形
態においては、個々の油およびエモリエント剤が、上述の屈折率を有するであろう。他の
実施形態においては、全ての油および／またはエモリエント剤が、全体として上述の屈折
率を有するであろう。
【００４３】
　幾つかの実施形態において、艶消し高分子粉体は艶消しＰＥ粉体を含む。特に、ＩＮＣ
Ｉ名：Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ（ポリエチレン）（および）Ｃａｌｃｉｕｍ　Ｓｉｌｉ
ｃａｔｅ（ケイ酸カルシウム）（および）Ｓｉｌｉｃａ（シリカ）（ＭｉｃｒｏＰｏｗｄ
ｅｒｓ，Ｉｎｃ．からＭｉｃｒｏｓｏｒｂ　９４４Ｓとして入手可能）を有する材料を挙
げることができる。一実施形態において、艶消しＰＥ粉体は、ＰＥ末、ケイ酸カルシウム
およびシリカ（例えば、球状シリカ）の共押出物である。ポリエチレンがケイ酸カルシウ
ムおよび／またはシリカで被覆されると考えられている。艶消し粉体の粒度は、例えば、
約５～約１００μｍ、または約１０～約７５μｍ、または約２５～約３５μｍとすること
ができる。艶消し粉体は、約５０重量％～約７０重量％の量のポリエチレン粉体と、約３
０重量％～約５０重量％の量の任意的なケイ酸カルシウムと、約０．５重量％～約５重量
％の量の任意的なシリカ（例えば、球状シリカ）とを含むことができる。
【００４４】
　艶消し高分子粉体が存在する場合は、通常、マットな外観を与え、特に、光沢値を６０
グロス単位未満とするのに有効な量で存在する。幾つかの実施形態において、艶消し粉体
は、組成物の約０．１～約３５重量％または約０．５重量％～約２０重量％または約１重
量％～約１５重量％または約１．５重量％～約１０重量％または約２重量％～約５重量％
を構成する。他の実施形態において、艶消し粉体は、組成物の約０．５重量％、１重量％
または約２重量％または約３重量％または約４重量％または約５重量％を構成する。
【００４５】
　幾つかの実施形態において、艶消し高分子粉体のＡＳＴＭ　Ｄ２８１－１２による吸油
度は、粒度の中央値が約０．５～５０μｍ、または約１～１０μｍ、または約３～４μｍ
、または約３２μｍであるタルク（例えば、未処理のタルク粉体）の吸油度よりも高い。
幾つかの実施形態において、艶消し高分子粉体は雲母よりも吸油度が高い。幾つかの実施
形態において、艶消し高分子粉体の吸油度は１００～２００ｇ／１００ｇである。
【００４６】
　本発明の組成物中に艶消し粉体およびエモリエント剤の組合せが存在すると、従来のマ
ットな仕上がりを付与する化粧料よりも艶消し粒子の総含有量を抑えながら、所望の低光
沢値を達成することが可能になる。艶消し粒子としては、これらに限定されるものではな
いが、高分子粉体（例えば、シリカおよび／またはケイ酸塩で処理されていない微粉化ポ
リエチレン）、フィラー、タルク等を挙げることができる。本発明の組成物は、艶消し粒
子の総含有量を、組成物の約４０重量％未満または約３５重量％未満または約３０重量％
未満または約２５重量％未満または約２０重量％未満または約１５重量％未満または約１
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０重量％未満または約５重量％未満とすることができる。
【００４７】
　一実施形態において、本発明の組成物は、球状シリカ、ケイ酸カルシウムおよびポリエ
チレン末の１種以上を、個々にまたは全体として、組成物の約１重量％～約１０重量％（
例えば、約２重量％または約３重量％または約４重量％または約５重量％、約６重量％、
約７重量％、約８重量％、約９重量％）の量で含むことができる。
【００４８】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物中における粒子（例えば、艶消し粉体、顔
料、フィラーおよび他のあらゆる粒子を含む）の総含有量は、通常、光沢値が４０未満で
あることを特徴とする従来のマットな外観を付与する化粧料に通常付随する含有量を下回
るであろう。幾つかの実施形態において、粒子の総含有量は、組成物の約４０重量％未満
または約３５重量％未満または約３０重量％未満または約２５重量％未満または約２０重
量％未満または約１５重量％未満または約１０重量％未満とすることができる。
【００４９】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物に含有される粒子全体の、ＡＳＴＭ　Ｄ２
８１－１２による全体の吸油度は、１０ｇ／１００ｇ超、１５ｇ／１０ｇ超、２０ｇ／１
００ｇ超、２５ｇ／１００ｇ超、３０ｇ／１００ｇ超、３５ｇ／１００ｇ超、４０ｇ／１
００ｇ超、４５ｇ／１００ｇ超、５０ｇ／１００ｇ超、５５ｇ／１００ｇ超、６０ｇ／１
００ｇ超、６５ｇ／１００ｇ超、７０ｇ／１００ｇ超または７５ｇ／１００ｇ超である。
幾つかの実施形態において、粒子の組合せ全体の吸油度はタルクの吸油度を超える。
【００５０】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物は、雲母、真珠および干渉顔料を含まない
かまたは「実質的に含まない」。これは、本発明の組成物がこの種の材料を個々にまたは
全体として５重量％未満含むことを意味する。幾つかの実施形態において、本発明の組成
物は、この種の材料を約２．５％未満、約１％未満、約０．５％未満または約０．１％未
満含む。
【００５１】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物は、（ｉ）微粉化ポリエチレン、ならびに
（ｉｉ）Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ（ポリエチレン）（および）Ｃａｌｃｉｕｍ　Ｓｉｌ
ｉｃａｔｅ（ケイ酸カルシウム）（および）Ｓｉｌｉｃａ（シリカ）（ＩＮＣＩ）の組合
せを、組成物の約２０重量％未満、約１５重量％未満、約１０重量％未満または約５重量
％未満の量で含むことができる。幾つかの実施形態において、（ｉｉ）の吸油度は（ｉ）
の吸油度を超える。幾つかの実施形態において、光沢の少ないエモリエント剤（例えば、
ジメチコンクロスポリマー）は約５～３０重量％の量で含有される。
【００５２】
　本発明の組成物は実質的に無水とすることができる。本明細書において使用される「実
質的に無水」とは、水を５重量％未満含むことを意味する。他の実施形態において、本発
明の組成物は、水を約２．５重量％未満または約２重量％未満または約１重量％未満また
は０．２５重量％未満含むであろう。幾つかの実施形態においては、本発明の組成物を無
水とすることができる。本明細書において使用される「無水」とは、組成物に水が添加さ
れておらず、したがって、組成物中に存在する水分は大気中から吸収した量のみとなるこ
とを意味する。
【００５３】
　本発明の組成物は、艶を与えるかまたは艶を増す剤（「艶出し剤」）を「実質的に含ま
ない」ものとすることができ、これは、この種の任意の艶出し剤が増大させる光沢値が（
例え増大させるとしても）、３グロス単位未満、２グロス単位未満または１グロス単位未
満となる量であることを意味する。幾つかの実施形態において、本発明の組成物の光沢剤
の含有量は、組成物の５重量％未満、約２．５％未満または約１％未満または約０．５％
未満または約０．１重量％未満となるであろう。幾つかの実施形態において、本発明の組
成物は、艶出し剤を含まない。
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【００５４】
　艶出し剤は、薄膜として２５℃で測定した場合の屈折率が、１．４を超えるかまたは１
．４５を超えるかまたは１．４７を超えるかまたは１．４９を超えるかまたは１．５を超
えるかまたは１．５２を超える材料を含み得る。幾つかの実施形態において、本発明の組
成物は、アモジメチコン、フェニルトリメチコン、ポリオール（例えば、グリセリン）、
ヒマシ油よりも高い光沢値を有する脂肪酸エステル、シリコーンであるフェニルプロピル
ジメチルシロキシケイ酸、ポリブテン、ポリイソブテン、水添ポリシクロペンタジエン、
プロピルフェニルシルセスキオキサン樹脂、ラウリルメチコンコポリオール、パーフルオ
ロノニルジメチコン、ジメチコン／トリシロキサン、メチルトリメチコンおよびこれらの
組合せの１種以上を実質的に含まないかまたは含まない。幾つかの実施形態において、「
艶出し剤」という語には有機日焼け止め剤は包含されない。
【００５５】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物は、グリセリンおよび／もしくはシリコー
ンを含有する溶媒、油ならびに／または皮膜形成ポリマーを、含まないかまたは実質的に
含まないものとすることができ、これは、本発明の組成物がこれらのいずれかまたは両方
を５重量％未満含むことを意味する。本明細書において使用される「実質的に含まない」
とは、含有量が５重量％未満であることを意味する。幾つかの実施形態において、本発明
の組成物は、グリセリンおよび／もしくはシリコーンを含有する溶媒、油ならびに／また
は皮膜形成ポリマーを約２．５重量％未満または約１．５重量％未満または約１．５重量
％未満または１重量％未満または０．５重量％未満または０．１重量％未満含む。幾つか
の実施形態において、本発明の組成物は、引火点が２００°Ｆ未満または１７５°Ｆ未満
または１５０°Ｆ未満または１２０°Ｆ未満または１００°Ｆ未満である揮発性シリコー
ン溶媒等の揮発性溶媒を実質的に含まない。
【００５６】
　組成物の艶／光沢の強度は光沢計を用いて評価することができる。光沢計は化粧膜の光
沢の強さすなわち艶を測定し、光沢値を「グロス単位」で与える。本発明の組成物は、通
常、マットな仕上がりを付与することを特徴とし、これは、本発明の組成物の光沢値が約
６０グロス単位未満または約５０グロス単位未満または約４０グロス単位未満または約３
０グロス単位未満または約２０グロス単位未満または約１５グロス単位未満または約１０
グロス単位未満または約５グロス単位未満または約４グロス単位未満または約３グロス単
位未満または約２グロス単位未満であることを意味する。
【００５７】
　本発明の組成物はまた、顔料、染料、レーキ等の色材も含むことができる。一実施形態
において、本発明の組成物は、酸化鉄および／またはカーボンブラック等の顔料を含む。
さらなる好適な顔料として無機顔料が挙げられ、これらに限定されるものではないが、無
機酸化物および水酸化物（酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、酸化カルシウム、水
酸化カルシウム、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、酸化鉄（α－Ｆｅ２Ｏ３、γ
－Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４、ＦｅＯ）および水酸化鉄（赤色酸化鉄、黄色酸化鉄および黒
色酸化鉄を含む）、二酸化チタン、低次酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化クロム、水
酸化クロム、酸化マンガン、水酸化マンガン、酸化コバルト、水酸化コバルト、酸化セリ
ウム、水酸化セリウム、酸化ニッケル、水酸化ニッケル、酸化亜鉛および水酸化亜鉛なら
びに複合酸化物および複合水酸化物（チタン酸鉄、チタン酸コバルト、アルミン酸コバル
ト等）等）が挙げられる。幾つかの実施形態において、無機酸化物粒子は、シリカ、アル
ミナ、酸化亜鉛、酸化鉄および二酸化チタンの各粒子ならびにこれらの混合物から選択す
ることができる。一実施形態において、顔料の粒度は５ｎｍ～１００ミクロンまたは５ｎ
ｍ～２５ミクロンまたは１０ｎｍ～１０ミクロンである。幾つかの実施形態において、粒
度（中央値）は約５ミクロン未満または１ミクロン未満となる。
【００５８】
　さらなる例示的な着色剤であるレーキとして、例えば：Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．１９（
例えば、ＣＩ　４５１７０、ＣＩ　７３３６０またはＣＩ　４５４３０）；Ｄ＆Ｃ　Ｒｅ
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ｄ　Ｎｏ．９（ＣＩ　１５５８５）；Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．２１（ＣＩ　４５３８０）
；Ｄ＆Ｃ　Ｏｒａｎｇｅ　Ｎｏ．４（ＣＩ　１５５１０）；Ｄ＆Ｃ　Ｏｒａｎｇｅ　Ｎｏ
．５（ＣＩ　４５３７０）；Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．２７（ＣＩ　４５４１０）；Ｄ＆Ｃ
　Ｒｅｄ　Ｎｏ．１３（ＣＩ　１５６３０）；Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．７（ＣＩ　１５８
５０：１）；Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．６（ＣＩ　１５８５０：２）；Ｄ＆Ｃ　Ｙｅｌｌｏ
ｗ　Ｎｏ．５（ＣＩ　１９１４０）；Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　Ｎｏ．３６（ＣＩ　１２０８５）
；Ｄ＆Ｃ　Ｏｒａｎｇｅ　Ｎｏ．１０（ＣＩ　４５４７５）；Ｄ＆Ｃ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｎ
ｏ．１９（ＣＩ　１５９８５）；ＦＤ＆Ｃ　Ｒｅｄ　＃４０（ＣＩ＃　１６０３５）；Ｆ
Ｄ＆Ｃ　Ｂｌｕｅ　＃１（ＣＩ＃　４２０９０）；ＦＤ＆Ｃ　Ｙｅｌｌｏｗ　＃５（ＣＩ
＃　１９１４０）；またはこれらの任意の組合せが挙げられる。
【００５９】
　顔料は、例えば、粒子の疎水性を高めるかまたは基剤中における分散性を高めるために
表面処理されていてもよい。粒子の表面は、例えば、有機分子もしくはケイ素をベースと
する分子に共有結合またはイオン結合していてもよいし、あるいは吸収されていてもよい
し、あるいは粒子が材料の層で物理的に被覆されていてもよい。表面処理化合物は、任意
の好適なカップリング剤、リンカー基または官能基（例えば、シラン、エステル、エーテ
ル等）を介して粒子に結合させることができる。この化合物は、例えば、アルキル、アリ
ール、アリル、ビニル、アルキル－アリール、アリール－アルキル、オルガノシリコーン
、ジオルガノシリコーン、ジメチコン、メチコン、ポリウレタン、シリコーン－ポリウレ
タンおよびこれらのフルオロ誘導体またはパーフルオロ誘導体から選択することができる
疎水性部分を含むことができる。他の疎水性改質剤としては、これらに限定されるもので
はないが、ラウロイルリシン、トリイソステアリン酸イソプロピルチタン（ＩＴＴ）、Ｉ
ＴＴおよびジメチコンの（ＩＴＴ／ジメチコン）クロスポリマー、ＩＴＴおよびアミノ酸
、ＩＴＴ／トリエトキシカプリリルシランクロスポリマー、ロウ類（例えば、カルナウバ
）、脂肪酸（例えば、ステアリン酸エステル）、ＨＤＩ／トリメチロールヘキシラクトン
（Ｔｒｉｍｅｔｈｙｌｏｌ　Ｈｅｘｙｌａｃｔｏｎｅ）クロスポリマー、ＰＥＧ－８メチ
ルエーテルトリエトキシシラン、アロエ、ホホバエステル、レシチン、パーフルオロアル
コールリン酸エステルならびにミリスチン酸マグネシウム（ＭＭ）が挙げられる。他の実
施形態において、顔料はガラクトアラビノース（ｇａｌａｃｔｏａｒａｂｉｎｏｓｅ）ま
たはロジン酸グリセリルで表面処理することができる。他の実施形態において、顔料は、
ステアロイルグルタミン酸２Ｎａ（および）ジミリスチン酸アルミニウム（および）トリ
エトキシカプリリシラン（Ｔｒｉｅｔｈｏｘｙｃａｐｒｙｌｙｓｉｌａｎｅ）で表面処理
することができる。
【００６０】
　本発明の組成物には様々なフィラーおよびさらなる成分を添加することができる。フィ
ラーは、本発明の組成物の約０．１重量％～約２０重量％の量で、より典型的には約０．
１重量％～約１０重量％の量で存在することができる。好適なフィラーとしては、これら
に限定されるものではないが、シリカ、処理されたシリカ、タルク、ステアリン酸亜鉛、
雲母、カオリン、ナイロン末（Ｏｒｇａｓｏｌ（登録商標）等）、ポリエチレン末、ＰＴ
ＦＥ粉末（例えば、Ｔｅｆｌｏｎ（登録商標））、ポリプロピレン末、アクリレートパウ
ダー、デンプン、窒化ホウ素、コポリマー微粒子（Ｅｘｐａｎｃｅｌ（登録商標）（Ｎｏ
ｂｅｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）、Ｐｏｌｙｔｒａｐ（登録商標）（Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉ
ｎｇ）等）およびシリコーン樹脂マイクロビーズ（ＴｏｓｈｉｂａからのＴｏｓｐｅａｒ
ｌ（登録商標））等が挙げられる。
【００６１】
　本発明の組成物に使用することができる他のフィラーとしては、無機粉体、例えば、チ
ョーク、フュームドシリカ、フュームドアルミナ、酸化カルシウム、炭酸カルシウム、酸
化マグネシウム、炭酸マグネシウム、フラー土、アタパルジャイト、ベントナイト、白雲
母（ｍｕｓｃｏｖｉｔｅ）、金雲母、合成雲母、紅雲母（ｌｅｐｉｄｏｌｉｔｅ）、ヘク
トライト、黒雲母、リチア雲母（ｌｉｔｈｉａ　ｍｉｃａ）、バーミキュライト、ケイ酸
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アルミニウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、珪藻土、デンプン、アルキルおよび／
またはトリアルキルアリールアンモニウム－スメクタイト、化学修飾されたケイ酸マグネ
シウムアルミニウム、有機変性モンモリロナイトクレー、含水ケイ酸アルミニウム、含水
シリカ、フュームドオクテニルコハク酸デンプンＡｌ（ｆｕｍｅｄ　ａｌｕｍｉｎｕｍ　
ｓｔａｒｃｈ　ｏｃｔｅｎｙｌ　ｓｕｃｃｉｎａｔｅ）、ケイ酸バリウム、ケイ酸カルシ
ウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸ストロンチウム、タングステン酸金属塩、マグネシウ
ム、シリカアルミナ、ゼオライト、硫酸バリウム、焼成硫酸カルシウム（焼石膏）、リン
酸カルシウム、フッ素燐灰石、ヒドロキシアパタイト、セラミック粉体、金属石鹸（ステ
アリン酸亜鉛、ステアリン酸マグネシウム、ミリスチン酸亜鉛、パルミチン酸カルシウム
およびステアリン酸アルミニウム）、コロイド状二酸化ケイ素；有機粉体、シクロデキス
トリン、ポリメチルメタクリレート粉末、スチレンおよびアクリル酸のコポリマーの粉末
、ベンゾグアナミン樹脂粉末およびポリ（テトラフルオロエチレン）粉末が挙げられる。
【００６２】
　本発明の組成物は、皮膜形成剤、特に、高分子皮膜形成剤を含むことができる。高分子
皮膜形成剤という語は、単独でまたは少なくとも１種の造膜助剤の存在下に、表面に接着
し、粒子材料のバインダーとして機能する、連続した皮膜を形成することができるポリマ
ーを表すと理解することができる。好適な高分子皮膜形成剤としては、これらに限定され
るものではないが、アクリル系ポリマーまたはコポリマー、（メタ）アクリレート、アル
キル（メタ）アクリレート、ポリオレフィン、ポリビニル、ポラクリレーツ（ｐｏｌａｃ
ｒｙｌａｔｅｓ）、ポリウレタン、シリコーン、ポリアミド、ポリエーテル、ポリエステ
ル、フッ素ポリマー、ポリエーテル、ポリアセテート、ポリカーボネート、ポリアミド、
ポリイミド、ゴム、エポキシ、ホルムアルデヒド樹脂、オルガノシロキサン、ジメチコン
、アモジメチコン、ジメチコノール、メチコン、シリコーンアクリレート、ポリウレタン
シリコーンコポリマー、セルロース誘導体、多糖類、ポリクオタニウム等が挙げられる。
好適な高分子皮膜形成剤としては、Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｃｔ
ｉｏｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ，１２ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（２００８）に列
挙されているものが挙げられ、その開示内容を本明細書の一部を構成するものとしてここ
に援用する。
【００６３】
　好適なシリコーンアクリレートコポリマーとしては、ポリ（アルキル）アクリレート骨
格およびアルキルエステル側鎖にグラフトしたジメチコン重合体を含むもの、例えば、市
販の皮膜形成剤であるシクロペンタシロキサン（および）（アクリレーツ／ジメチコン）
コポリマー（ＫＰ－５４５，信越化学工業株式会社）ならびにメチルトリメチコン（およ
び）（アクリレーツ／ジメチコン）コポリマー（ＫＰ－５４９，信越化学工業株式会社）
が挙げられる。
【００６４】
　さらなる好適な高分子皮膜形成剤としては、これらに限定されるものではないが、アミ
ノビスプロピルジメチコン、アミノプロピルジメチコン、アモジメチコン、ヒドロキシス
テアリン酸アモジメチコン（Ａｍｏｄｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ　Ｈｙｄｒｏｘｙｓｔｅａｒ
ａｔｅ）、ベヘノキシジメチコン、Ｃ３０－４５アルキルジメチコン、Ｃ２４－２８アル
キルジメチコン、Ｃ３０－４５アルキルメチコン、セテアリルメチコン、セチルジメチコ
ン、ジメチコン、ジメトキシシリルエチレンジアミノプロピルジメチコン、ヘキシルメチ
コン、ヒドロキシプロピルジメチコン、ステアラミドプロピルジメチコン、ステアロキシ
ジメチコン、ステアリルメチコン、ステアリルジメチコンおよびビニルジメチコンが挙げ
られる。シリコーンポリマーが特に好ましく、メチコン（ＣＴＦＡモノグラフＮｏ．１５
８１に記載、当該文書を本明細書の一部を構成するものとしてここに援用する）、ジメチ
コン（ＣＴＦＡモノグラフＮｏ．８４０に記載、当該文書を本明細書の一部を構成するも
のとしてここに援用する）およびアモジメチコン（ＣＴＦＡモノグラフＮｏ．１８９に記
載、当該文書を本明細書の一部を構成するものとしてここに援用する）が挙げられる。幾
つかの実施形態において、皮膜形成剤は、親水性皮膜形成ポリマー（ヒドロキシエチルセ
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ルロースまたは他のセルロース誘導体、ＰＶＰ、ポリビニルアルコール等）を含む。皮膜
形成ポリマーは、組成物の約０．１重量％～約１５重量％の量で存在することができる。
【００６５】
　本発明の組成物は、増粘剤、例えば、多糖類または非多糖類の増粘剤等も含むことがで
きる。例えば、アクリル酸のポリマーまたはコポリマー（Ａｃｒｙｌａｔｅｓ　Ｃｏｐｏ
ｌｙｍｅｒ（ＩＮＣＩ）（アクリレーツコポリマー）等）が好適であると考えられる。本
発明の組成物はまた、シリカ、キサンタンガム、ＣＭＣ、アクリル酸ポリマー、含水マグ
ネシウムおよびケイ酸アルミニウムまたはケイ酸カルシウム等も含むことができる。トリ
ヒドロキシステアリンおよび／または１２－ヒドロキシステアリン酸等の油溶性レオロジ
ー調整剤も含むことができる。エステル末端ポリエステルアミド等のゲル化剤や、グルタ
ミド系ゲル化剤（Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド、Ｎ－２－エチルヘ
キサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド等）も使用することができる。増粘剤が存
在する場合、組成物の約０．１重量％～約１５重量％、より典型的には組成物の約１重量
％～約５重量％を構成することができる。幾つかの実施形態において、本発明の組成物は
ゲル化剤を含まないかまたはゲル化剤を実質的に含まない。これは、この種の任意のゲル
化剤の量が、上記組成物のレオロジーおよび／または光沢に測定可能な差を生じさせるの
に不十分な量であることを意味し、これは任意の状況において０．１重量％未満となるで
あろう。
【００６６】
　本発明の組成物は保湿剤も含むことができる。好適な保湿剤としては、ポリオール（例
えば、グリコール）等が挙げられ、これらに限定されるものではないが、グリセリン、Ｃ

３～２４ポリオール（プロピレングリコール、エトキシジグリコール、ブチレングリコー
ル、ペンチレングリコール、ヘキシレングリコール、カプリリルグリコール、糖アルコー
ル、ソルビトール、キシリトール等）が挙げられる。一実施形態において、本発明の組成
物は、ラウリルＰＣＡを約０．１～５重量％の量で含む。この種の成分は、例えば、個々
にまたは全体として、組成物の約０．００１重量％～約５０重量％の量で存在することが
できる。幾つかの実施形態において、本発明の組成物は、保湿剤を含まないかまたは保湿
剤を実質的に含まない。これは、その含有量が、組成物の光沢に影響を及ぼし、および／
または皮膚に測定可能なしっとりする利益をもたらすには不十分であることを意味する。
【００６７】
　本発明の組成物は化粧的または皮膚科学的に許容される、実質的に無水であってもよい
基剤を含むことができる。基剤は、例えば、美容液（ｓｅｒｕｍ）、クリーム、ローショ
ン、ジェルまたは棒状体の形態とすることができ、エマルジョン（例えば、シリコーン中
ポリオールエマルジョン、ポリオール中シリコーンエマルジョン等）を含むこともできる
し、あるいはエタノール性基剤、シリコーン（例えば、シクロメチコン、ジメチコン等）
、炭化水素（例えば、ワセリン、イソドデカン等）、エステル油（例えば、ミリスチン酸
イソプロピル、ミリスチン酸ミリスチル）等を含むこともできる。基剤は、乳化剤、ゲル
化剤、構造化剤（ｓｔｒｕｃｔｕｒｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）、レオロジー調整剤（例えば、
増粘剤）、皮膜形成剤等をさらに含むことができる。基剤は、本明細書に記載した任意の
油またはエモリエント剤を含むことができる。基剤は、本発明の組成物の約２５重量％～
約９９重量％を構成することができる。
【００６８】
　幾つかの実施形態において、本発明の組成物は、揮発性シクロメチコン（Ｄ４および／
またはＤ５等）の揮発性シリコーンを含まないかまたは実質的に含まない。本文脈におけ
る、揮発性シリコーンを「実質的に含まない」とは、本発明の組成物が、組成物全体の重
量を基準として揮発性シリコーンを０．５重量％未満（通常、０．２５％未満または０．
１重量％未満）含むことを意味する。
【００６９】
　本発明の組成物はまた、有機物質または無機物質であってもよく、および／または水溶
性または油溶性であってもよく、太陽放射の約２９０～約４００ナノメートルのＵＶＡお
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よび／またはＵＶＢを吸収するものを含む、１種以上の日焼け止め活性物質を含むことが
できる。この種の日焼け止め活性物質としては、これらに限定されるものではないが、メ
トキシケイヒ酸ＤＥＡ塩、メトキシケイヒ酸オクチル、ドロメトリゾールトリシロキサン
、オキシベンゾン、メトキシケイヒ酸オクチル、サリチル酸オクチル、サリチル酸ホモメ
ンチル、オクトクリレン、アボベンゾン、ジメチルＰＡＢＡオクチル、サリチル酸ＴＥＡ
、４－メチルベンジリデンカンファー、テレフタリジエンジカンフルスルホン酸（ｔｅｒ
ｅｐｈｔｈａｌｙｄｉｅｎｅ　ｄｉｃａｍｐｈｏｒ　ｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ）、エ
チルＰＡＢＡ、ヒドロキシメチルフェニルベンゾトリアゾール、メチレンビスベンゾトリ
アゾイルテトラメチルブチルフェノール、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシ
フェノールトリアジン、酸化亜鉛、二酸化チタンまたはこれらの任意の誘導体もしくは任
意の組合せの１種以上が挙げられる。日焼け止め剤は、本発明の組成物の総重量の、例え
ば、約１重量％～約３０重量％（例えば、５～１２．５重量％）で存在することができる
。
【００７０】
　本発明の組成物はさらに乳化剤を含むことができる。乳化剤の量は、通常、組成物の総
重量を基準として約０．００１～約１０重量％となるが、好ましくは約０．０１～約５重
量％の範囲、最も好ましくは約０．１～約１重量％の範囲であろう。乳化剤は、イオン性
、両イオン性または非イオン性とすることができる。好適な乳化剤の幾つかの例として、
ポリエトキシル化されたタイプのもの（例えば、ポリオキシエチレンエーテルまたはエス
テル）、ポリジオルガノシロキサン－ポリオキシアルキレンブロックコポリマー（例えば
、ジメチコンコポリオール）、ステアレス－２０、ステアレス－２１、脂肪族アルコール
（例えば、セテアリルアルコール）、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル（す
なわち、ポリソルベート）および水添ヒマシ油が挙げられる。さらなる乳化剤は、ＩＮＣ
Ｉ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　１１ｔ
ｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　２００６に記載されており、その開示内容を本明細書の一部を構成
するものとしてここに援用する。
【００７１】
　本発明の組成物は、メチル、エチルまたはプロピルパラベン、フェノキシエタノール、
ＢＨＴ等の、１種以上の防腐剤または抗菌剤を、組成物の約０．０００１％～約５重量％
の範囲の量で含むことができる。一実施形態において、防腐剤は、カプリリルグリコール
を、例えば、約０．００１～５重量％（または０．１～１重量％）の量で含む。
【００７２】
　他の好適な成分としては、皮膚に予防的または治療的利益をもたらす剤が挙げられる。
具体的には、α－ヒドロキシ酸；β－ヒドロキシル酸；アスコルビン酸またはビタミンＣ
およびその誘導体（例えば、そのＣ１～Ｃ８エステル）；レチノイド、例えば、レチノー
ル（ビタミンＡ）およびそのエステル（例えば、パルミチン酸エステル等のＣ１～Ｃ８エ
ステル）、レチノイン酸およびその誘導体等；ヒアルロン酸；化粧分野に有用な化学的日
焼け止め剤（化粧分野において有用な任意のＵＶＡおよびＵＶＢ遮蔽剤等）（これらの混
合物および物理的遮蔽剤（これらに限定されるものではないが、酸化チタンおよび／また
は酸化亜鉛等の金属酸化物粒子が挙げられる）とのブレンド物を含む）；を挙げることが
できる。さらなる有利な剤の幾つかの例として、植物性物質（ｂｏｔａｎｉｃａｌ）；チ
オジプロピオン酸（ＴＤＰＡ）およびそのエステル；（例えば、レチノイン酸、ａｌｌ－
ｔｒａｎｓ－レチノイン酸、レチンアルデヒド、レチノールおよびレチニルエステル（酢
酸エステル、パルミチン酸エステル、他のエステル等）；α－ヒドロキシ酸（例えば、グ
リコール酸）、β－ヒドロキシ酸（例えば、サリチル酸およびサリチル酸エステル）；角
質溶解剤（例えば、グリコール酸、３，６，９－トリオキサウンデカン二酸等）；色素沈
着抑制剤（例えば、ヒドロキノン、麹酸等）；エストロゲン合成酵素刺激化合物（ｅｓｔ
ｒｏｇｅｎ　ｓｙｎｔｈｅｔａｓｅ　ｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ　ｃｏｍｐｏｕｎｄ）（例
えば、カフェインおよび誘導体）；５αリダクターゼ活性を阻害することができる化合物
（例えば、リノレン酸、リノール酸、フィナステリドおよびこれらの混合物）；酸化防止
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剤（例えば、ＢＨＴ、アスコルビン酸、アスコルビン酸ナトリウム、パルミチン酸アスコ
ルビル、β－カロテン、チオジプロピオン酸、ビタミンＥ等）、バリア機能向上剤（ｂａ
ｒｒｉｅｒ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）（例えば、セラミド
、グリセリド、コレステロールおよびそのエステル、α－ヒドロキシおよびω－ヒドロキ
シ脂肪酸ならびにこれらのエステル等）；コラゲナーゼ阻害剤；およびエラスターゼ阻害
剤が挙げられる。これらの有益な剤は、存在するとしても、通常、組成物の約０．００１
重量％～約１０重量％の量で存在することになる。
【００７３】
　本発明の組成物にはさらなる成分が含まれていてもよく、レオロジー調整剤、安定剤、
分散剤、有効成分（例えば、コラゲナーゼ阻害剤、エラスターゼ阻害剤、コラーゲン刺激
物質（ｃｏｌｌａｇｅｎ　ｓｔｉｍｕｌａｔｏｒ）、色素沈着抑制剤、角質溶解剤等）、
防腐剤、ｐＨ調整剤、色材、香料、風味剤、麻酔剤、抗アレルギー剤、抗菌剤、抗炎症剤
、消毒剤（ａｎｔｉｓｅｐｔｉｃ）、キレート剤（例えば、ＥＤＴＡおよびその塩）、香
料、滑剤、マスキング剤、薬剤、保湿剤、保護剤（ｐｒｏｔｅｃｔａｎｔ）、無痛化剤、
安定剤、酸化防止剤（例えば、ＢＨＴ、ＴＤＰＡ等）、植物性物質、界面活性剤、増粘剤
、ビタミン類またはこれらの任意の組合せが含まれる。この種の成分は、例えば、個々に
または全体として、組成物の約０．００１重量％～約５０重量％の量で存在することがで
きる。
【００７４】
　本発明の組成物は、皮膚、口唇、爪、毛髪ならびに他の角質表面およびケラチン繊維を
含むヒトの外皮系に適用するのに有用である。本明細書において使用される「角質表面」
という語は、ヒト外皮系の角質含有部分を指し、これらに限定されるものではないが、哺
乳類、好ましくはヒトの皮膚、口唇、毛髪（眉毛および睫毛を含む）および爪（足指の爪
、指の爪、甘皮等）が挙げられる。「ケラチン繊維」としては、頭髪、睫毛、眉毛、顔の
毛および体毛（腕の毛、脚の毛等）が挙げられる。
【００７５】
　本発明の組成物は、ヒトの外皮に適用することができる任意の種類の化粧料処方または
パーソナルケア処方に使用することができ、固形棒状体、液体、クリーム、化粧水、パウ
ダー等の形態とすることができる。例えば、本発明の化粧料組成物は、これらに限定され
るものではないが、口紅、リップカラー（ｌｉｐ　ｃｏｌｏｒ）、マスカラ、アイライナ
ー、ほお紅、ブロンザー（ｂｒｏｎｚｅｒ）、白粉、アイシャドー、ネイルエナメル、フ
ァンデーション、コンシーラー等の形態とすることができる。パーソナルケア製品として
は、例えば、昼用クリームまたは化粧水、夜用クリームまたは化粧水、日焼け止めローシ
ョン、日焼け止めクリームまたは日焼け止めオイルおよび他のＳＰＦ製品、保湿剤、軟膏
（ｓａｌｖｅ、ｏｉｎｔｍｅｎｔ）、ジェル、ボディミルク、人工日焼け組成物、脱毛剤
等を挙げることができる。いくつかの実施形態において、本発明の組成物は口紅形態にあ
る。口紅は、成形に適した固さを有することができる、自立する棒状体である。
【００７６】
　唇にマットな色を付与するための方法であって、口紅組成物の皮膜を唇の上に形成する
ためにこの組成物を唇に適用することを含む、方法も提供する。幾つかの実施形態におい
ては、複数の塗膜（ｃｏａｔ）が適用される。
【００７７】
　一実施形態において、本発明の組成物は、非治療的処置（ｎｏｎ－ｔｈｅｒａｐｅｕｔ
ｉｃ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）に使用することが意図されている。他の実施形態において、
本発明の組成物は、連邦食品・医薬品・化粧品法（ＵＳ　ＦＤ＆Ｃ　Ａｃｔ）§２０１（
ｉ）に準ずる、清浄化、美麗化、魅力向上または見た目の変更（ａｌｔｅｒｉｎｇ　ｔｈ
ｅ　ａｐｐｅａｒａｎｃｅ）を目的として、人体に塗擦するか、流し掛ける（ｐｏｕｒ）
か、振り掛ける（ｓｐｒｉｎｋｌｅ）か、もしくは噴霧するか、または内部に導入するか
、またはそれ以外の形で適用することを意図した物品である。
【実施例】
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【００７８】
実施例１．口紅組成物
　本発明の３種のマットな質感を付与する口紅組成物を表１に示す処方（Ａ、ＢおよびＣ
）に従い調製した。３種の口紅は、口紅Ｂがイソステアリン酸イソプロピルを含まず、口
紅Ｃがパルミチン酸エチルヘキシルを含まないことを除いて、同一成分を含むものとした
。処方を下の表１に示す。
【００７９】
　パルミチン酸エチルヘキシルおよびイソステアリン酸イソプロピルの組合せ（口紅Ａ）
が、これらのエステル油のどちらか一方を含まないことを除いて同一である口紅（口紅Ｂ
およびＣ）と比較して光沢値を低下させるか否かを決定するために、口紅組成物Ａ、Ｂお
よびＣの光沢値を比較した。各口紅の艶／光沢の強度を、光沢試験を用いて評価した。光
沢計は、化粧膜の正反射率を測定することによって光沢の強度すなわち艶を測定するもの
である。光沢は「グロス単位」で記録する。厚さ３ｍｉｌの各口紅の膜を厚さ７ｍｉｌの
透明ポリエステルパネル上に伸展した。各試料の膜は平坦かつ構造化していなかった（ｆ
ｒｅｅ　ｏｆ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ）。この膜を１時間自然乾燥させた後、測定を行っ
た。試料を３５℃の加熱雰囲気中に載置し、皮膚の温度を模擬した。光源を２０°の位置
に配置し、加熱された試料の正反射率を測定した。光沢評価結果を表１に示す。
【００８０】
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【表１】

【００８１】
　口紅Ｂ（イソステアリン酸イソプロピル非含有）の光沢値は８．０８±１．３０であり
、口紅Ｃ（パルミチン酸エチルヘキシル非含有）の光沢値は８．０１±１．７５であった
。イソステアリン酸イソプロピルおよびパルミチン酸エチルヘキシルの両方を含む口紅Ａ
の光沢値は５．１７±０．９４グロス単位と実質的に低下しており、口紅Ａがより少ない
艶すなわち光沢を示すことを特徴とし、したがって、口紅ＢおよびＣよりもマットな仕上
がりを付与することを示唆している。加えて、口紅Ａは口紅ＢまたはＣと比較して光沢値
が相乗的に低下している。
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【００８２】
　ここに開示した特定の実施形態は本発明の幾つかの態様を例示することを目的とするも
のであるため、ここに記載および特許請求する本発明の範囲はこれらの実施形態により制
限されない。あらゆる均等な実施形態が本発明の範囲に包含されることが意図されている
。実際、上述の記載内容から、ここに示し記載した内容に加えて本発明の様々な修正が当
業者に明らかとなるであろう。このような修正も添付の特許請求の範囲に包含されること
が意図されている。本明細書に引用した全ての刊行物の全内容を本明細書の一部を構成す
るものとしてここに援用する。
【００８３】
（付記）
（付記１）
　パルミチン酸エチルヘキシルを約１０重量％～約３０重量％含み、光沢値が１０未満で
ある、マットな質感を付与する口紅。
【００８４】
（付記２）
　イソステアリン酸イソプロピルを約５重量％～約１５重量％さらに含む、付記１に記載
のマットな質感を付与する口紅。
【００８５】
（付記３）
　不揮発性ジメチコン油を約５重量％～約２０重量％と、シリコーンクロスポリマーを約
１重量％～約１０重量％とをさらに含む、付記１に記載のマットな質感を付与する口紅。
【００８６】
（付記４）
　前記光沢値は７未満である、付記１に記載のマットな質感を付与する口紅。
【００８７】
（付記５）
　１種以上のさらなるエモリエント剤を含み、全てのエモリエント剤の総量は約４０重量
％～約６０重量％である、付記１に記載のマットな質感を付与する口紅。
【００８８】
（付記６）
　前記さらなるエモリエント剤は、不揮発性ジメチコン油、イソステアリン酸イソプロピ
ル、ジイソステアリン酸ポリグリセロールまたはシリコーンクロスポリマーを含む、付記
５に記載のマットな質感を付与する口紅。
【００８９】
（付記７）
　１種以上のさらなるエステル油および１種以上のロウ類を含み、全てのエステル油の総
重量は全てのロウ類の総重量を超える、付記１に記載のマットな質感を付与する口紅。
【００９０】
（付記８）
　前記１種以上のエステル油の総重量は約１０重量％～約４０重量％である、付記７に記
載のマットな質感を付与する口紅。
【００９１】
（付記９）
　前記ロウ類は約５重量％～約２０重量％の量で存在する、付記８に記載のマットな質感
を付与する口紅。
【００９２】
（付記１０）
　前記ロウ類は、パラフィンロウ、オゾケライトロウおよびマイクロクリスタリンワック
スを含む、付記９に記載のマットな質感を付与する口紅。
【００９３】
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　シリコーンクロスポリマーを約１重量％～約１０重量％含む、付記１に記載のマットな
質感を付与する口紅。
【００９４】
（付記１２）
　球状シリカ、ケイ酸カルシウムおよびポリエチレン末をさらに含む、付記１に記載のマ
ットな質感を付与する口紅。
【００９５】
（付記１３）
　ヒトの外皮にマットな色を付与する方法であって、付記１に記載の組成物の皮膜を前記
ヒトの外皮に適用することを含む、方法。
【００９６】
（付記１４）
　ヒトの外皮にマットな色を付与する方法であって、
（ａ）パルミチン酸エチルヘキシルを約１０重量％～約３０重量％と、イソステアリン酸
イソプロピルを約１重量％～約２０重量％と、
（ｂ）シリコーンクロスポリマーを約１重量％～約１０重量％と、
（ｃ）ケイ酸カルシウム、球状シリカおよびポリエチレン末を含む艶消し粉体を約１重量
％～約２０重量％と、
（ｄ）１種以上の色材を約１重量％～約２５重量％と、
を含み、イソステアリン酸イソプロピルに対するパルミチン酸エチルヘキシルの比は約１
０：１～１：１０である、組成物の皮膜を前記ヒトの外皮に適用することを含み、
　前記皮膜は光沢値が１０未満であることを特徴とする、方法。
【００９７】
（付記１５）
　前記パルミチン酸エチルヘキシルは、前記組成物の約１５重量％～約２５重量％を構成
し、前記イソステアリン酸イソプロピルは、前記組成物の約５重量％～約１５重量％を構
成し、イソステアリン酸イソプロピルに対するパルミチン酸エチルヘキシルの重量比は約
２：１～約１：２である、付記１４に記載の方法。
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